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国
民
年
金
保
険
料
は
、
世
代
間

扶
養
の
仕
組
み
に
よ
り
現
在
の
年

金
受
給
者
を
支
え
る
と
と
も
に
、

将
来
あ
な
た
の
年
金
を
確
実
に
保

障
す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
保

険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
、
老

齢
年
金
が
減
額
さ
れ
た
り
、
障
害

年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
が
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し

ょ
う
。

●
保
険
料
の
納
め
方

①
納
付
書
（
現
金
）
で
納
付

　

毎
月
の
保
険
料
は
翌
月
末
日
ま

で
に
納
め
ま
す
。
社
会
保
険
庁
か

ら
送
付
さ
れ
た
納
付
書
で
、
金
融

機
関
や
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
、
社
会
保
険
事
務
所
で

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ら
夜
間
休

日
い
つ
で
も
納
め
る
こ
と
が
で
き

便
利
で
す
。

②
納
付
書
（
現
金
）
に
よ
る
前
納

も
で
き
ま
す

　

保
険
料
が
割
引
さ
れ
て
お
得
で

す
。
そ
の
年
度
の
一
定
期
間
の
保

険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い
（
前
納
）

す
る
と
、
保
険
料
が
割
引
さ
れ
て

お
得
で
す
。
各
月
か
ら
で
も
前
納

で
き
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
、
お

早
め
に
社
会
保
険
事
務
所
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

③
口
座
振
替
で
の
納
付

　

毎
月
の
保
険
料
を
早
割
（
当
月

末
日
振
替
）
に
す
る
と
月
々
５
０

円
の
割
引
が
あ
り
ま
す
。
通
常
の

口
座
振
替
の
振
替
日
は
翌
月
末
日

で
す
が
、
申
し
出
に
よ
り
当
月
末

日
に
振
替
に
す
る
と
１
ヶ
月
あ
た

り
５
０
円
割
引
さ
れ
て
お
得
で
す
。

問
合
せ
先　

町
民
環
境
課
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６
６
・
７
１
１
５

　この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業

退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度で

す。

　事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に働いた

日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建

設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払

知っていますか？建退共制度知っていますか？建退共制度

加入できる事業主：建設業を営む方
対象となる労働者：建設業の現場で働く人

　　掛　　金　　：日額３１０円

★特　徴
　◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。

　◎経営事項審査で加点評価の対象となります。

　◎掛金の一部を国が助成します。

　◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人

　　では必要経費として扱われ、税法上全額非課税とな

　　ります。
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三
重
県
最
低
賃
金
は
、
本
年
10

月
１
日
（日）
か
ら
、
「
時
間
額
６
７

５
円
」
に
、
４
円
引
き
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
最
低
賃
金
法
に
基
づ

き
、
三
重
県
労
働
局
長
が
三
重
地

方
最
低
賃
金
審
議
会
の
答
申
を
受

け
て
決
定
し
た
も
の
で
す
。

　

三
重
県
最
低
賃
金
は
、
年
齢
・

雇
用
形
態
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
等
）
を
問
わ
ず
、
三
重
県
内
で

働
く
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
特
定
の
産
業
に
該
当
す

る
事
業
場
で
働
く
労
働
者
に
は
、

産
業
別
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

「
最
低
賃
金
」
に
つ
い
て
の
お

問
合
せ
は
、

　

三
重
県
労
働
局
賃
金
室
（
℡
０

５
９
・
２
２
６
・
２
１
０
８
）
、

又
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

（
四
日
市
労
働
基
準
監
督
署
）
へ

お
願
い
し
ま
す
。

　

℡
３
５
１
・
１
６
６
１

子どもや、高校生以
上の文化・ボランティ
ア活動等を行う団体

老人クラブなど
の団体

５００円 ８００円 １，５００円

後遺障害 最高
３，０００万円

最高
９００万円

最高
３，０００万円

死　　亡 ２，０００万円 ６００万円 ２，０００万円

入　　院 １日につき
４，０００円

１日につき
１，８００円

１日につき
４，０００円

１日につき
１，５００円

通　　院 １日につき
１，０００円

１日につき
１，５００円

傷　

害　

保　

険

区　分

掛け金

身体賠償　１人　　１億円
　　　　　１事故　５億円
財物賠償　５００万円　　※免責あり

賠償責任保険
（補償限度額）

共済見舞金
突然死　１６０万円
（急性心不全、脳内出血等）

保険期間（平成18年度） 保険期間（平成19年度）

スポーツ安全保険のお知らせ

110番　地域を守る　ホットライン110番　地域を守る　ホットライン110番　地域を守る　ホットライン
―1月10日（水）は「110番の日」―

●１１０番は、緊急通報用の電話です。●１１０番は、緊急通報用の電話です。

●１１０番通報するときは・・・●１１０番通報するときは・・・
落ち着いて次のポイントを要領よく通報してください。
★いつ
★どこで
★何があったか
★犯人は
★あなたの住所・氏名

★メール１１０番　携帯電話のみ
　　　　　（アドレス　http://mie110.jp）
★ファックス１１０番
　　　　　（ＦＡＸ　０５９－２２９－０１１０）　

　１１０番は、県下で101,374件（平成17年中の有
効受理件数）が通報されており、年々増加しています。
この中には、緊急対応を必要としない相談等が数多
くあり、緊急通報に対する警察の対応に少なからず
影響が出ています。
　１１０番の目的に沿った正しい利用をお願いします。
《困りごとや悩み事は》
　　℡０５９－２２４－９１１０又は「＃９１１０」
　　（プッシュ回線・携帯電話のみ可）へ電話してください。

●聴覚障害者の方は、次の手段を
　ご利用ください。
●聴覚障害者の方は、次の手段を
　ご利用ください。

「スポーツ安全保険」は、５名以上で構成された団体
やグループが安心して活動できるようにつくられた保
険です。

三
重
県
青
少
年
健
全
育
成
表
彰

　

11
月
１
日
（水）
、
三
重
県
青
少
年

健
全
育
成
・
非
行
防
止
関
係
者
研

修
会
が
、
三
重
県
人
権
セ
ン
タ
ー

で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
川
越
町
か
ら
、
山

下
澄
子
さ
ん
が
青
少
年
育
成
活
動

へ
の
積
極
的
な
支
援
と
、
青
少
年

へ
の
献
身
的
な
相
談
・
指
導
助
言

の
功
績
を
認
め
ら
れ
、
青
少
年
健

全
育
成
へ
の
貢
献
者
と
し
て
表
彰

を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

商工会会長より、町長に目録が
手渡されました。（＝町長室）

　

川
越
町
教
育
委
員
会
は
11
月
２
日
（木）

、
朝
明
商
工
会
か
ら
、
同
会
チ
ャ
リ
テ

ィ
ゴ
ル
フ
大
会
収
益
金
を
充
て
た
学
校

図
書
館
用
図
書
（
16
万
８
千
円
分
）
の

寄
贈
を
受
け
ま
し
た
。

朝明商工会から学校図書館用
　　　　　図書の寄贈を受ける

町長から御遺族の柳川大介
さんに感謝状が贈られました。
　　　　　　　（＝町長室）

表彰を受けられる山下澄子さん

日展入選の柳川邦堂さんの
　　　　　　作品が寄贈される

　

長
年
川
越
町
に
在
住
さ
れ
、
日
展
入
選
等

数
々
の
経
歴
を
持
た
れ
る
故
柳
川
邦
堂
さ
ん

の
作
品
三
点
が
、
御
遺
族
の
柳
川
大
介
さ
ん

か
ら
川
越
町
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

こ
の
寄
贈
に
対
し
町
か
ら
は
感
謝
状
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。　

　ホームページ「建退共へようこそ」に、退職金の試算・

パンフレット請求等、建退共制度の知りたい情報が記載さ

れています。ぜひ、アクセスしてご覧ください！！

　アドレス　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

★詳しいことは、建退共三重支部へお問合せください。

　　　　　　　　　　　　　℡０５９－２２４－４１１６

山
下
澄
子
さ
ん

申込の翌日から
平成19年3月31日（土）

平成19年4月1日（日）から
（※4月1日以降は申込日の翌日から）

平成20年3月31日（月）まで

高校生以上の
スポーツ活動を
行う団体


